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開催日：令和元年１０月１５日（火） 

    午後１時３０から 

場 所：八千代市役所新館６階第４会議室 

 

 

八千代市選挙管理委員会 



 

令和元年 第１５回 八千代市選挙管理委員会会議録 

１ 開 会 時 刻 午後１時３０分 

２ 開 催 場 所 八千代市役所新館６階第４会議室 

３ 出 席 委 員 

委 員 長 周 郷 文 雄 委 員 江 口  修 

委 員 廣 川  実   

４ 出 席 書 記 

局 長 江 波 戸 勝 次 長  岡 本  浩 

主 査 保 田  敦   

５ 会議の議案 

議案 

第１号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

協議事項 

第１号 投票区投票所の見直しについて 

６ 閉会時刻 午後２時５０分 

７ 公開又は 
  非公開 公開 

８ 傍聴人数 ０名 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 紙                               No. 1  

発言者 発 言 要 旨 

周郷委員長 

 

定刻となりましたので，始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は３名であります。 

定足数に達しておりますので，本日招集されました令和元年 

第１５回八千代市選挙管理委員会は成立しました。 

これより会議を開きます。 

議案の審議に先立ち会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は，八千代市選挙管理委員会規程第１０条第２項

の規定により，江口委員を指名します。 

周郷委員長 議案第１号「在外選挙人名簿から抹消することについて」を議題

といたします。 

事務局より説明願います。 

局 長 議案第１号「在外選挙人名簿から抹消することについて」公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１第１号の規定に

より，在外選挙人名簿から抹消する者を次のとおり定める。 

令和元年１０月１５日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄    

以下，内容についてご説明いたします。 

局   長 公職選挙法第３０条の１１第１号の規定により，在外選挙人名簿

に登録されている者が，死亡したことを知った時には，抹消しなけ

ればならないとされております。 

 つきましては，議案の１名の方を在外選挙人名簿から抹消するも

のであります。 

なお，令和元年第１３回八千代市選挙管理委員会での在外選挙人

名簿登録者数に，議案第１号で抹消する者１名を除いた登録者数

は，男８８名，女９３名，計１８１名となります。 

 以上，ご審議の程，お願いいたします。 

周郷委員長 これより，議案第１号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

周郷委員長 在外選挙人名簿に登録されている者が，死亡したことによる抹消

は初めてであるか。 

次   長 初めてではなく，以前にもございました。 

周郷委員長 これより，議案第１号「在外選挙人名簿から抹消することについ

て」採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員  異議なし 

周郷委員長 

 

ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 
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周郷委員長 次に，協議事項第１号「投票区投票所の見直しについて」を議題

といたします。事務局より説明願います。 

局   長 委員会で決定いただいております，第３８投票区の新設の方針に

つきまして，市長・副市長に説明をいたしました。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

ございましたらご協議いただきたく，付議させていただきました。 

詳細は，書記より説明いたします。 

次   長 《資料に沿って説明》 

周郷委員長 これより協議事項第１号についてご意見等伺います。 

周郷委員長  市長，副市長への説明の内容については。 

局   長 人口が増加している西八千代地区の利便性を考え，みどりが丘小

学校体育館に投票所の新設を考えており，費用の面では，システム

改修や備品購入等の初期費用，ランニングコストなどがございま

す。 

次回予定している選挙は，千葉県知事選挙で，千葉県知事選挙前

に衆議院解散などにより衆議院議員選挙が先になる可能性もありま

すが，どちらの場合も，県，国の負担で費用を賄え，市の負担は無

いと考えており，市長，副市長も，みどりが丘小学校への投票区新

設について異存はございませんでした。 

ただ，投票所が１か所増加する分の人件費等は増加すると考えま

す。 

廣川委員 人件費は大幅に増加するか。 

局   長 １か所分ですので大幅な増とまではなりません。 

周郷委員長 以上で，協議事項第１号「投票区投票所の見直しについて」は終

了いたしました。 

周郷委員長  この他，皆さんから連絡事項等ありましたらお願いいたします。 

局   長 《八千代東高等学校での出前講座について》 

廣川委員 《主権者教育について資料に沿って説明》 

廣川委員 主権者教育につきまして，このように様々な学校にご協力いただ

きお話をさせていただいており，学校としても，主権者教育は大変

重要であるとの認識が感じられるが，どうしても政治的中立性につ

いて懸念する声がある。 

局   長 若い世代が選挙への関心が離れることを防止するためにも主権者

教育はとても大切であると考えます。 
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周郷委員長 これをもちまして，令和元年第１５回八千代市選挙管理委員会を

閉会いたします。 

 


